
 

 

令和２年第２回町議会臨時会提出議案等の概要  

 

○議案第 77 号 宇治田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定するに 

ついて 

〔総務課〕 

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が第 203 回臨時国会に提案 

され、公布、施行される見込みであることから、これに準じて、所要の改正を行うもの。  

改正内容は、期末・勤勉手当の支給月数を現行の 4.50 月から 4.45 月に改正するもの。 

 

〇議案第 78 号 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例を

制定するについて 

〔総務課〕 

特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が第 203 回臨時国会に提案さ

れ、公布、施行される見込みであることから、これに準じて、所要の改正を行うもの。 

改正内容は、町長、副町長及び教育長の期末手当を現行の 3.40 月から 3.35 月に改正 

するもの。 

 

○議案第 79 号 宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を  

改正する条例を制定するについて  

〔総務課〕 

特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が第 203 回臨時国会に提案 

され、公布、施行される見込みであることから、これに準じて、所要の改正を行うもの。  

改正内容は、議員の期末手当を現行の 3.40 月から 3.35 月に改正するもの。 

 

○議案第 80 号  財産の取得について 

〔学校教育課〕  

文部科学省が掲げる「 GIGA スクール構想」において整備するべく町立小中学校の

児童生徒 1 人 1 台端末の早期実現のため、タブレット端末等の備品を取得するため、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 3 条の規定によ

り議会の議決を求めるもの。  

 

○議案第 81 号  宇治田原町監査委員の選任について  

〔議会事務局〕 

  今般の町議会議員任期満了による改選に伴い、議会より新たに選出された議員を本町

監査委員として選任するため、地方自治法第 196 条第 1 項の規定により、議会の同意を

求めるもの。 

 

○議案第 82 号  宇治田原町教育委員会委員の任命について  

〔学校教育課〕 

  現教育委員会委員である大嶋良孝（おおしま よしたか） 氏の任期が令和 2 年 11 月

25 日で満了となることから、同氏を再任いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第 4 条第 2 項の規定により、議会の同意を求めるもの。 



 

 

○報告第  8 号  和解及び損害賠償の額の専決処分の報告について 

〔建設環境課〕 

  令和 2 年 9 月 3 日午前 11 時 45 分頃、相手方所有の乗用車が大字南小字東小野地内の

町道荒木竜王線を走行中、道路横断側溝のグレーチング蓋が跳ね上がり車両下部のガソ

リンタンクに損害を与えた事故に係る和解及び損害賠償の額について、地方自治法第

180 条第 1 項の規定による議会の指定事項として、専決処分したので、同条第 2 項の規

定により報告するもの。 


